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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の基板間に液晶層を挟持し、前記一対の基板のうち一方の基板に複数のセグメント
電極を、他方の基板に対向電極とをそれぞれ有し、前記セグメント電極と前記対向電極と
によって前記液晶層へ選択的に電圧を印加することにより、前記液晶層に入射する光の透
過、散乱、または吸収の状態が変化して表示を行う液晶表示パネルであって、
前記一方の基板は、前記セグメント電極の周囲の液晶層を駆動するための補足電極と、前
記複数のセグメント電極へそれぞれ個別に外部信号を印加するための複数のセグメント電
極用端子と、各々の前記セグメント電極用端子と前記セグメント電極とをそれぞれ接続す
る配線電極とを有し、
前記補足電極は、前記セグメント電極と絶縁膜を介して設けられ、
前記補足電極は前記配線電極とも前記絶縁膜を介して設けられ、
前記絶縁膜の形状は、前記セグメント電極および前記配線電極と同一形状とし、
前記対向電極と前記セグメント電極との重畳部が画素部を構成し、前記セグメント電極の
周囲に位置している前記補足電極と前記対向電極との重畳部が背景部を構成し、かつ前記
対向電極と前記配線電極との重畳部も前記背景部を構成することを特徴とする液晶表示パ
ネル。
【請求項２】
　前記セグメント電極と前記配線電極とをマスクとして、前記絶縁膜がエッチング処理さ
れ、前記絶縁膜が前記セグメント電極および前記配線電極と同一形状に形成されたことを
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特徴とする請求項１に記載の液晶表示パネル。
【請求項３】
　前記一方の基板と前記セグメント電極との間に前記絶縁膜が配置され、
前記一方の基板と前記配線電極との間に、前記補足電極と前記絶縁膜が配置されているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の液晶表示パネル。
【請求項４】
　前記一方の基板と前記セグメント電極との間には前記補足電極と前記絶縁膜が設けられ
、前記一方の基板と前記配線電極との間にも前記補足電極と前記絶縁膜が設けられている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の液晶表示パネル。
【請求項５】
　前記配線電極の線幅を３０μｍ以下にすることを特徴とする請求項１から４の何れか１
項に記載の液晶表示パネル。
【請求項６】
　前記配線電極の線幅を２０μｍ以下にすることを特徴とする請求項１から４の何れか1
項に記載の液晶表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、上基板上には、セグメント型の電極（セグメント電極）を有し、下基板上には
、セグメント電極と対向するように配置する対向電極を有し、下基板と上基板との間に液
晶層を封入する液晶表示パネルにおいて、セグメント電極と対向電極との間に電圧を印加
して液晶層の光学変化を利用して表示を行う、いわゆるセグメント型の液晶表示パネルに
関するものである。
【０００２】
セグメント型の表示は、マトリクス型に比較して、表示容量は少ないが、簡便で、製造コ
ストが低いため、時計や携帯電話等に積極的に利用されている。
【０００３】
【従来の技術】
現在のセグメント型の液晶表示パネルでは、セグメント電極と対向電極の重畳する部分が
表示部として作用し、表示部の間を制御することができなかった。
そのため、とくに液晶層として液晶と透明固形物との混合液晶層を利用し、電圧の非印加
時に散乱性を有する場合、または電圧の非印加時に透過性を有する場合には、従来の偏光
板を利用する場合と異なり、液晶層の材料、または製造方法を改良する方法が必要になり
、偏光板の貼り合わせ角度により簡単に表示の反転を行うことができない。
同様に、液晶と二色性色素からなる混合液晶層も透過と着色性を簡単に反転することがで
きない。
【０００４】
つぎに、液晶表示パネルの従来技術を図面に基づいて説明を行う。図１８は、液晶表示パ
ネルのセグメント部を拡大する平面図であり、図１９は、図１８のＡ－Ａ線における液晶
表示パネルの断面図である。
以下に、図１８と図１９とを交互に用いて液晶表示パネルにおける従来技術を説明する。
【０００５】
液晶表示パネルの下側に使用するガラス基板である下基板１上には、透明導電膜からなる
対向電極２を設ける。下基板１と所定の間隙を設けて配置するガラス基板である上基板３
上には、対向電極２と相互に重なり合う透明導電膜からなるセグメント電極１５，１６，
１７，１８，１９，２０と２１（総称４とする）を設ける。
セグメント電極１５からセグメント電極２１は八の字の配置をとり、各セグメント電極１
５から２１の間には、ギャップを有する、いわゆるセブン・セグメント型の配置である。
また、各セグメント電極１５からセグメント電極２１には、配線電極１２を有する。
【０００６】
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また、下基板１と上基板３は、所定の間隙を設けてシール材（図示せず）により貼りあわ
せ、液晶と透明固形物との混合液晶層５を封入している。
【０００７】
透明固形物は、混合液晶層５に有機モノマーを溶解しておき、下基板１と上基板３との間
隙に注入を行った後に、紫外線を照射して形成する。
表示は、液晶の光学的屈折率の異方性を利用し、液晶と透明固形物との光学的屈折率がほ
ぼ等しい場合には、透明となり、異なるに従い、散乱度が増加する。
実際は、混合液晶層５の両端の対向電極２とセグメント電極１５からセグメント電極２１
に所定の信号を印加し、液晶の光学的屈折率を制御することにより、目的の表示を行う。
たとえば、「１」を表示する場合には、セグメント電極の１７と２１と対向電極２間に電
圧を印加し、他のセグメント電極１５，１６，１８、１９と２０と対向電極２間には電圧
を印加しないことにより、セグメント電極１７と２１上の表示部３２のみ散乱度が低下（
透過率が向上）し、他と異なる散乱度となるため、「１」と認識される。
【０００８】
しかし、セグメント電極１５から２１上の表示部３２は、対向電極２との間に液晶層５を
介して電圧を印加することにより、散乱と透過を制御することができるが、表示部３２の
周囲の背景部３３は、常時散乱性を保持している。
そのため背景部３３を透過状態にする場合には、混合液晶層の材料の改良、または製造方
法の改良などが必要となり、従来技術におけるツイステッドネマティック（ＴＮ）液晶、
またはスーパーツイステッドネマティク液晶（ＳＴＮ）を利用するように、偏光板の角度
を変更するこでは達成することができない。
【０００９】
さらに、同一液晶表示パネルにおいて、たとえば、背景部を散乱状態とし、表示部を透過
状態とする表示と、逆に背景部を透過状態とし、表示部を散乱状態とする表示を行うこと
は、難しい。
また、ツイステッドネマティック（ＴＮ）液晶やスーパーツイステッドネマティク液晶（
ＳＴＮ）においても、同一の液晶表示パネルにおいて、表示と背景部とを、たとえば、散
乱状態と透過状態とを、電気的に反転することは難しいい。
【００１０】
以上に示す液晶と透明固形物を含む混合液晶層のほかに、液晶と二色性染料を含む混合液
晶層においても同様である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
そのため、液晶層の透過、散乱、吸収量の変化により表示を行う液晶表示パネルにおいて
、液晶層の材料、または製造方法を変更せずに、背景部と表示部の透過、散乱、または吸
収量を制御することが重要となる。
【００１２】
また、背景部の透過、散乱、または吸収量を制御し、液晶表示パネルの下側の情報を液晶
表示パネルを観察する観察者に認識させる、または液晶表示パネルの下側に配置する光発
電素子に必要な光を照射することためには、従来技術に示す液晶表示パネルでは充分では
ない。
そこで本発明の目的は、上記課題点を解決して、セグメント電極と補足電極とにより、セ
グメント電極上の表示部とその周囲の背景部の表示の反転表示、または液晶表示パネルの
透過率を大きく可変することができる液晶表示パネルを提供することである。。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の液晶表示パネルにおいては、下記記載の構成を採用
する。
【００１６】
　一対の基板間に液晶層を挟持し、一対の基板のうち一方の基板に複数のセグメント電極
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を、他方の基板に対向電極とをそれぞれ有し、セグメント電極と対向電極とによって液晶
層へ選択的に電圧を印加することにより、液晶層に入射する光の透過、散乱、または吸収
の状態が変化して表示を行う液晶表示パネルであって、一方の基板は、セグメント電極の
周囲の液晶層を駆動するための補足電極と、複数のセグメント電極へそれぞれ個別に外部
信号を印加するための複数のセグメント電極用端子と、各々の前記セグメント電極用端子
と前記セグメント電極とをそれぞれ接続する配線電極とを有し、補足電極は、セグメント
電極と絶縁膜を介して設けられ、また、補足電極は配線電極とも絶縁膜を介して設けられ
、絶縁膜の形状は、セグメント電極および配線電極と同一形状とし、対向電極とセグメン
ト電極との重畳部が画素部を構成し、セグメント電極の周囲に配置している補足電極と対
向電極との重畳部が背景部を構成し、かつ対向電極と配線電極との重畳部も背景部を構成
することを特徴とする。
【００１７】
　さらに、セグメント電極と配線電極とをマスクとして、絶縁膜がエッチング処理され、
絶縁膜がセグメント電極および配線電極と同一形状に形成されたことを特徴とする。
【００１８】
　また、一方の基板とセグメント電極との間に絶縁膜が配置され、一方の基板と配線電極
との間に、補足電極と絶縁膜とが配置されていることを特徴とする。
【００１９】
　また、一方の基板とセグメント電極との間には補足電極と絶縁膜が設けられ、一方の基
板と配線電極との間にも補足電極と絶縁膜が設けられていることを特徴とする。
【００２０】
　また、配線電極の線幅を３０μｍ以下にすることを特徴とする。好ましくは、２０μｍ
以下にすることを特徴とする。
【００２１】
本発明の液晶表示パネルは、背景部に印加する電圧とほぼ等しい電圧を印加する画素部と
、背景部に印加する電圧より、小さいか、または大きい電圧を印加することにより、背景
部と異なる光学特性となる画素部を利用し表示を行うことを特徴とする。
【００２２】
本発明の液晶表示パネルに利用する液晶層は、液晶と透明固形物からなる混合液晶層であ
ることを特徴とする。
【００２３】
本発明の液晶表示パネルに利用する液晶層は、液晶と二色性色素からなる混合液晶層であ
ることを特徴とする。
【００２４】
本発明の液晶表示パネルは、下基板の下側には、光発電素子を有し、外部光量により、背
景部の表示を可変することを特徴とする。
【００２５】
本発明の液晶表示パネルに利用するセグメント電極に接続する配線電極は、配線内に複数
の孔を有することを特徴とする。
【００２６】
本発明の液晶表示パネルに利用する補足電極は複数に分割していることを特徴とする。
【００２７】
本発明の液晶表示パネルに利用する対向電極は複数に分割しており、さらに分割する対向
電極はわずかな対向電極ギャップを介して近接する対向電極用補足電極を有することを特
徴とする。
【００２８】
＜作用＞
以上の構成を採用することにより、従来の液晶層を用いても、セグメント電極の周囲に補
足電極を配置し、さらに、対向電極を補足電極上にも設け、背景部とすることにより、セ
グメント電極と対向電極と同様に、対向電極と補足電極間に液晶層を介して電圧を印加す
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ることができるため、背景部の表示を表示部と同様に可変することが可能となる。
【００２９】
また、補足電極の配置をセグメント電極と一定の間隙を設けて配置することにより、従来
のセグメント電極のパターン形成工程を利用し、補足電極を形成することが可能となり、
工程上の負担は、ほとんどなく、有効な液晶表示パネルとすることができる。
【００３０】
また、セグメント電極に外部回路から所定の電圧を印加するために、セグメント電極に接
続する配線電極の幅を細くすることにより、背景部の表示に影響する配線電極と対向電極
との間の液晶層の光学変化は、小さくすることができる。また配線電極と補足電極との配
線ギャップを小さくすることが望ましい。
そこで、配線電極と配線ギャップの合計幅寸法は、が５００マイクロメートル（μｍ）か
ら２マイクロメートル（μｍ）まで作成し、視認性の検査を１０から５０代の各１０名の
人により実施した。
その結果、年齢が上がるほど配線電極幅と配線ギャップ幅を大きくても良い傾向に合った
が、１０、２０歳代でも、配線電極幅と配線ギャップは、２０マイクロメートル（μｍ）
以下ではほとんど認識できないことが分かった。また、３０マイクロメートル（μｍ）で
も、わずかに認識できる程度であった。
【００３１】
また、配線電極の幅と配線ギャップの幅の比率を可変することにより多少の認識度合いに
差が見られるが、全体の幅を小さくすることの影響が大きかった。
【００３２】
したがって、セグメント電極と補足電極の間のセグメント電極ギャップと、配線電極と補
足電極の間の配線ギャップとを３０マイクロメートル（μｍ）以下として利用することに
より、ほとんど背景部は、配線電極の影響を受けず表示することが可能となる。
【００３３】
また、セグメント電極と補足電極との間、および、配線電極と補足電極との間に絶縁膜を
設けることにより、セグメント電極と補足電極、または配線電極と補足電極とを重ね合わ
せることが可能となり、さらに、背景部への配線電極の影響を小さくすることができる。
【００３４】
また、セグメント電極上の周囲と配線電極上とに絶縁膜を設け、さらに、絶縁膜上に補足
電極を設けることにより、配線電極の影響は無くなり、さらに、背景部と表示部の間にセ
グメント電極ギャップが無くなり、良好な表示品質を達成することができる。
【００３５】
また上基板上に配線電極を設け、絶縁膜を介してセグメント電極を設け、各配線電極とセ
グメント電極とを絶縁膜の一部に設ける開口部を介して電気的に接続し、各セグメント電
極の電気的絶縁分離を行い、さらにセグメント電極の周囲に補足電極を一定の間隙を介し
て設けることにより複雑な配線電極の場合においてもほぼ全面均一な表示を行うことが可
能となる。
とくに、液晶表示パネルを拡大して使用する場合には有効な構成である。
【００３６】
また、セグメント電極の周囲に設ける補足電極を複数に分割しておくことにより対向電極
と補足電極の間の電圧を制御することにより背景部の表示を複数に表示を行うことができ
る。
また、複数に分割する補足電極の間には遮蔽層、あるいは印刷層を設けることにより、各
補足電極の表示の視認性を改善することができる。
【００３７】
また、各セグメント電極が複数個連結し、連結するセグメント電極に対応して分離する対
向電極を有するセグメント型液晶表示パネルにおいて、分割する対向電極と僅かな間隙を
有する補助電極を設け、補助電極と補足電極に信号を印加することにより全面均一な表示
を達成することができる。
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【００３８】
【発明の実施の形態】
以下に本発明を実施するための最良の形態における液晶表示パネルと液晶表示パネルを利
用する液晶表示装置として携帯電話について図面を参照しながら説明する。図１は、本発
明の第１の実施形態における液晶表示パネルの７セグメントからなる画素部を拡大する平
面図である。図２は、図１に示すＢ－Ｂ線における液晶表示パネルの断面図である。図３
は、本発明の第１の実施形態の液晶表示パネルを利用する携帯電話を示す平面模式図であ
る。図４は、図３に示すＣ－Ｃ線における携帯電話の断面模式図である。
以下に、図１と図２と図３と図４とを交互に使用して本発明の第１の実施形態を説明する
。
【００３９】
＜第１の実施形態＞
まず、液晶表示パネルの構成は、透明基板である下基板１上に透明導電膜として酸化イン
ジウムスズ（ＩＴＯ）膜からなる対向電極２を有する。下基板１と所定の間隙を設けて対
向する透明基板である上基板３上には、透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）
膜からなるセグメント電極１５から２１（総称符号４とする）を設ける。
図１に示すように、セグメント電極１５からセグメント電極２１は、八の字状に７セグメ
ントに分割して配置される。各セグメント電極１５から２１は、所定の間隙を有する。
【００４０】
またセグメント電極の１７を代表して説明する。セグメント電極１７は、配線電極１２に
接続し、セグメント電極１７の幅に比較し、配線電極１２の幅は小さい。
さらに、セグメント電極１７の周囲には、セグメント電極ギャップ３１を介して平面的に
配置する補足電極１１を有する。また、配線電極１２の周囲には、配線ギャップ３０を介
して平面的に配置する補足電極１１を有する。
図１に示すように、セグメント電極１７と配線電極１２の周囲を囲む形状に補足電極１１
を配置する。対向電極２は、セグメント電極１５から２１と配線電極１２と補足電極１１
と重畳して設けてある。
【００４１】
下基板１と上基板３との間には、液晶と透明固形物とを含む混合液晶層５を封入している
。本第１の実施形態では、混合液晶層５の原材料として、大日本インキ製のＰＮＭ－１５
７（商品名）の混合液晶層５を利用し、混合液晶層５を封入後に３６０ナノメートル（ｎ
ｍ）以上の波長の紫外線を４５ｍＷ／ｃｍ2の強度で、６０秒間照射して作成している。
この混合液晶層５は、電圧無印加状態で散乱性を示す。
【００４２】
図２はセグメント電極１７と対向電極２との間には、電圧を印加せず。補足電極１１と対
向電極２との間には電圧を印加している状態を示してある。
セグメント電極１７と対向電極２の間の混合液晶層５には、電圧が印加していないため、
散乱状態の表示部３２となる。同様に、配線電極１２と対向電極２との間の混合液晶層５
にも電圧が印加していないため、散乱状態の配線表示部３４となる。
また、表示部３２の周囲のセグメント電極ギャップ３１と配線ギャップ３０の部分も電圧
が印加されないため、散乱状態となる。
【００４３】
この第１の実施形態では、配線ギャップ３０とセグメント電極ギャップ３１とは、３マイ
クロメートル（μｍ）と小さくし、さらに、配線電極１２を２０マイクロメートル（μｍ
）とすることにより、補足電極１１と対向電極２との間に電圧を印加し透過率の大きな表
示部（背景部）３３には、ほとんど認識することができない。
そのため、従来の混合液晶層５を利用しても、補足電極１１と対向電極２の間の混合液晶
層５に電圧を印加し、透明状態として、セグメント電極１５から２１と対向電極２との間
の混合液晶層５に印加する電圧を制御することにより、透過状態の背景部３３に散乱状態
の表示部３２の表示が可能となる。
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【００４４】
また、本第１の実施形態においては、従来技術と異なり、補足電極１１と対向電極２との
間の混合液晶層５に印加する電圧を無くし、セグメント電極１５から２１と対向電極２と
の間の混合液晶層５に印加する電圧を制御することにより、散乱状態の背景部３３に透過
状態の表示部３２を表示することも可能となる。
【００４５】
以上により、混合液晶層５を利用し、透過状態の背景部３３に散乱状態の表示部３２の表
示と、散乱状態の背景部３３に透過状態の表示部３２の表示が電圧制御により可能となる
。
また、セグメント電極１５からセグメント電極２１の周囲にセグメント電極ギャップ３１
を設け、配線電極１２の周囲に配線ギャップ３０を設けることによって、同一の透明導電
膜により、表示部３２と背景部３３とを相互に補足するように、表示を行うことが可能と
なり、製造工程上も従来と同等で、以上の効果を達成することができる。
【００４６】
つぎに本発明の液晶表示パネルを携帯電話に利用する場合の構成を説明する。
携帯電話の構成は、外装ケース４１と裏蓋４３と風防ガラス４２とを有し、空間内に、液
晶表示パネルを配置する。
液晶表示パネルの下側には、所定の間隙を介して反射板４７を設け、さらに、回路基板４
５と回路および混合液晶層５を駆動するための電池４４を有する。
【００４７】
また、液晶表示パネルへ所定の電圧を印加するための接続は、導電性材料と絶縁性材料を
積層するゼブラゴム４６により行い、ゼブラゴム４６は、上基板３上の接続電極（図示せ
ず）とセグメント用端子（図示せず）とに接続している。
下基板１上の対向電極２は、シール部６に含む導電性ビーズ（図示せず）により、電気的
に上基板３上の接続電極（図示せず）へ配置転換している。また、下基板１と反射板４７
との間には、主光源となる外部光源（図示せず）が暗い場合に点灯するライトエミッテド
ダイオード（ＬＥＤ）素子を有する。ライトエミッテドダイオード（ＬＥＤ）素子は、補
助光源４８として機能する。
また、混合液晶層５が散乱性を有するため、鏡面の反射板４７を使用しても、混合液晶層
５により散乱と反射をするため、均一は面光源となる。
【００４８】
さらに上基板３上には、シール部６を遮蔽するための見切り板４９を設ける。
また、上基板３上には混合液晶層５の紫外線による劣化を防止するために紫外線カットフ
ィルム５０を粘着材により接着している。
【００４９】
さらに回路基板４５の裏側には携帯電話の受信と発信を行う受信発信回路４０を有する。
受信発信回路４０はアンテナ３７に接続して信号の受信と発信を可能とする。
【００５０】
また、携帯電話には、時刻合わせ、表示内容の切り替えを簡便にするためと携帯電話の受
信と送信を片手で操作できるようにする調整ボタン５７を本体の左右側面に設ける。左右
に設けるのは左右の利き腕の観察者に対応するためである。
さらに、表示を変更する、あるいは表示の内容を上下、左右に移動するための調整ノブ３
８を有する。電話番号、または文字の有力を行う数字入力ボタン３９を有する。
【００５１】
以上の携帯電話の見切り板４９の内側は３種類の表示に分割している。液晶表示パネルは
、観察者により表示を観察することができる。表示内容は、時刻表示部５３とモード表示
部５４と、キャラクター表示部５４と電話番号等のメモ表示部５５とからなる。
【００５２】
つぎに、図５のシステムブロック図を用いて以上の液晶表示パネルの表示部と背景表示部
の制御システムの構成を説明する。図５は、液晶表示パネルの表示を制御するシステムブ
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ロック図である。
以下に、図５を用いて説明する。
【００５３】
この図５に示すように、電源回路６１により所定のシステムの基本電源が形成され、各回
路ブロック６２により必要な電圧に変換されて供給される。また、基本クロック発信回路
６３からの基本クロックは、同期分離回路６４により、セグメント系と対向電極系のクロ
ックに分割され、セグメント同期回路６５と対向電極同期回路６６へ供給される。基本ク
ロック発信回路６３の信号は携帯電話の送受信に利用する発信源を利用する方法と個別に
発信源を設ける方法がある。
セグメント同期回路６５の信号は、セグメント電極を駆動するための信号を発生するセグ
メント駆動回路６７と補足電極を駆動するための信号を発生する補足電極駆動回路６９へ
信号を供給する。
【００５４】
また、対向電極同期回路６６の信号は、対向電極を駆動するための信号を発生する対向電
極駆動回路６８と補足電極を駆動するための信号を発生する補足電極駆動回路６９へ信号
を供給する。
セグメント駆動回路６７の出力部は、上基板３上のセグメント用端子２６に接続する。同
様に、各セグメント電極１５から２１にも独立に接続する。また、対向電極駆動回路６８
の出力部は、上基板３上の対向電極２に接続する。
また、補足電極駆動回路６９の出力部は、補足電極１１に接続する。
【００５５】
さらに、同期分離回路６４には、セグメント電極と補足電極と対向電極の電圧を反転する
回路構成を設けてあるため、補足電極と対向電極の電圧の大小によって、透過状態の背景
部と散乱状態の背景部を選択することが可能となる。
同様に、表示部３３の表示も透過状態と散乱状態を背景部３３と同期して選択することが
可能となる。
【００５６】
以上の構成を採用することにより、セグメント電極構造の液晶表示パネルにおいても、背
景部３３の制御と、背景部３３と同期する表示部３２の制御により、色々な表示が可能と
なる。
とくに、携帯電話への応用としては、液晶表示パネルの下側に隠してある表示を背景部３
３の散乱状態と透過状態とを切り替えることにより、オンとオフすることができる。
【００５７】
＜第２の実施形態＞
以下に本発明の第２の実施形態における液晶表示パネルの構成を図面を参照しながら説明
する。図６は、本発明の第２の実施形態における液晶表示パネルの７セグメントからなる
画素部の一部を拡大する平面図である。図７は、図６に示すＤ－Ｄ線における液晶表示パ
ネルの断面図である。
以下に、図６と図７とを交互に用いて第２の実施形態を説明する。
【００５８】
まず、液晶表示パネルの構成は、下基板１上に透明導電膜として酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）膜からなる対向電極２を有する。下基板１と所定の間隙を設けて対向する上基板３
上には、透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）膜からなるセグメント電極４、
と１８から２１を設ける。
図６に示すように、セグメント電極１８から２１は、八の字状に７セグメントに分割して
配置される構成を有し、図示する部分は、その一部である。各セグメント電極１８から２
１は、所定の間隙を有する。
【００５９】
また、セグメント電極の２１を代表して説明する。セグメント電極２１は、配線電極１２
に接続し、セグメント電極２１の幅に比較し、配線電極１２の幅は小さい。



(9) JP 4559556 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

さらに、セグメント電極２１の周囲に重なりあい、セグメント電極２１の周囲には、絶縁
膜７を介して透明導電膜からなる補足電極１１を設ける。
また、配線電極１２の部分では、補足電極１１が配線電極１２の下側にあるため、配線電
極１２とギャップの影響を防止するため、配線電極１２と上基板３との間に、絶縁膜７と
補足電極１１を設けている。配線電極１２は、１５マイクロメートル（μｍ）の線幅を用
いていることにより、配線電極１２と対向電極２との間に電圧が印加することによる液晶
層５の光学変化の視認性を低減できる。
【００６０】
下基板１と上基板３との間には、シール部６を設け、液晶と透明固形物とを含む混合液晶
層５を封入している。この第２の実施形態では、混合液晶層５の原材料として、大日本イ
ンキ製のＰＮＭ－１５７（商品名）からなる混合液晶層５を利用し、混合液晶層５を封入
後に３６０ナノメートル（ｎｍ）以上の波長の紫外線を４５ｍＷ／ｃｍ2の強度で、６０
秒間照射して作成している。
この混合液晶層５は、電圧無印加状態で散乱性を示す。
【００６１】
各セグメント電極には、表示領域内は、細い幅の配線電極１２を接続し、さらに、混合液
晶層５からみて、シール部６の外側（図面では、下側）には、セグメント用端子２６が接
続している。
またさらに、補足電極１１には、補足電極用端子１３が接続し、外部回路（図示せず）と
接続を可能としいる。
【００６２】
図７は、セグメント電極２１と対向電極２との間には、電圧を印加せず。補足電極１１と
対向電極２との間には電圧を印加している状態を示してある。
セグメント電極２１と対向電極２の間の混合液晶層５には、電圧が印加していないため散
乱状態の表示部３２となる。同様に、配線電極１２と対向電極２との間の混合液晶層５に
も電圧が印加していないため、散乱状態の配線表示部３４となる。
この第２の実施形態においては、補足電極１１上に絶縁膜７を設け、補足電極１１の周囲
の絶縁膜７上にセグメント電極２１が重なるため、セグメント電極と対向電極２、および
補足電極１１と対向電極２との電圧を印加することにより、全面に透過状態とすることが
可能となり、また、これとは逆に電圧を印加しない場合には、全面散乱状態とすることが
できる。
【００６３】
たとえば、補足電極１１と対向電極２に電圧を印加し透過状態とし、セグメント電極２１
と対向電極２との間に電圧を印加しない場合には、目的とするセグメント表示部（表示部
）３２が散乱状態となる。
また、配線電極１２上も散乱状態となるが、配線電極１２の線幅を小さくしているため、
ほとんど認識することができない。
【００６４】
また、補足電極１２と対向電極２の間の混合液晶層５に有効に電圧を印加するため、およ
びセグメント電極と対向電極２の間の混合液晶層５に近い電圧を印加するため、補足電極
１１上の絶縁膜７をセグメント電極と自己整合的な辺にて除去している。
そのため、全面透明状態とする場合に、均一な表示の実現が可能である。
【００６５】
＜第３の実施形態＞
以下に本発明の第３の実施形態における液晶表示パネルの構成を図面を参照しながら説明
する。図８は、本発明の第３の実施形態における液晶表示パネルの７セグメントからなる
画素部の一部を拡大する平面図である。図９は、セグメント電極と配線電極１２の一部を
拡大する平面図である。図１０は、図８に示すＥ－Ｅ線における液晶表示パネルの断面図
である。
以下に、図８と図９と図１０とを交互に用いて第３の実施形態を説明する。
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【００６６】
まず、液晶表示パネルの構成は、下基板１上に透明導電膜として酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）膜からなる対向電極２を有する。下基板１と所定の間隙を設けて対向する上基板３
上には、透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）膜からなるセグメント電極４、
と１８から２１を設ける。
図８に示すように、セグメント電極１８から２１は、八の字状に７セグメントに分割して
配置される構成を有し、図示する部分は、その一部である。各セグメント電極１８から２
１は所定の間隙を有する。
【００６７】
また、セグメント電極の２１を代表して説明する。図９に示すようにセグメント電極２１
は、配線電極１２に接続し、セグメント電極２１の幅に比較し、配線電極１２の幅は小さ
い。
そのため、配線電極１２の視認性を低減するために配線電極１２には、透明導電膜を設け
る領域に複数の透明導電膜を設けていない孔３５を設けることによって、透明導電膜の部
分は小さく分割されているように認識にされる。
【００６８】
また図１０に示すようのセグメント電極（代表２１）上の周囲と上基板３上と配線電極１
２上とには、感光性ポリイミド樹脂樹脂からなる絶縁膜７を設ける。
【００６９】
また、絶縁膜７上には、透明導電膜からなる補足電極１１を設ける。絶縁膜７の形状は、
補足電極１１の形状と同一にすることができる。
補足電極１１をマスクとして絶縁膜７をエッチング処理することにより、絶縁膜７を加工
するための独立のパターン形成を行うことなく、簡単に絶縁膜７を補足電極１１と同一形
状に加工することができる。
セグメント電極上の絶縁膜７を除去することにより、補足電極１１とほぼ同等の電圧がセ
グメント電極と対向電極２とに印加するこができるため、表示の均一性が向上する。
また、セグメント電極と補足電極１１により、シール部６の内側（表示領域であり、液晶
層５に面する側）は、ほぼ全面電極にて覆う構成となる。
【００７０】
つぎに、下基板１と上基板３との間には、液晶と透明固形物とを含む混合液晶層５を封入
している。この混合液晶層５は、液晶配向性透明固形物と液晶と液晶をツイストするため
のカイラル材とからなり、電圧無印加状態で透過性を示し、電圧印加で散乱性を示す。
【００７１】
図１０は、セグメント電極２１と対向電極２との間には電圧を印加し、補足電極１１と対
向電極２との間に電圧を印加している状態を示してある。
セグメント電極２１と対向電極２の間の混合液晶層５には、電圧が印加しているため、散
乱状態の表示部３２となる。同様に、配線電極１２にもセグメント電極２１と同様な電圧
を印加しているが、補足電極１１が絶縁膜７を介して被服しているため、対向電極２との
間には電圧が印加されないため、混合液晶層５は光学変化を起こさない。
【００７２】
各表示領域内のセグメント電極には、細い電極幅の配線電極１２が接続し、さらに、混合
液晶層５からみて、シール部６の外側（図面では下側）には、セグメント用端子２６が接
続している。
また、補足電極１１には補足電極用端子１３が接続し、外部回路（図示せず）と接続を可
能としている。補足電極用端子１３の電極幅を広くすることにより、外部回路との接続を
容易かつ安定としている。
【００７３】
以上に説明する構成を採用することにより、セグメント電極（代表２１）と補足電極１１
とを同電位とし、対向電極２との間に電位差を設けない場合には、液晶層５には電圧が印
加されないため、表示領域は全面透過状態。
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セグメント電極２１に所定の電圧を印加し、対向電極２との間に電位差を設けることによ
り、混合液晶層５は散乱状態となり、透明の背景に散乱状態の表示部３２となり、観察者
に認識される。本発明を採用することによって、セグメント電極２１と補足電極１１とを
同電位とし、対向電極２との間に電位差を設けておき、混合液晶層５を散乱状態としてお
き、セグメント電極２１と対向電極２との間の電位差を制御することにより、散乱状態に
透過率の高い表示部３２を認識することができる。
【００７４】
＜第４の実施形態＞
以下に本発明の第４の実施形態における液晶表示パネルの構成を図面を参照しながら説明
する。図１１は、本発明の第４の実施形態における液晶表示パネルの全体を示す平面図で
ある。図１２は、セグメント電極と配線電極１２の一部を拡大する平面図である。図１３
は、図１２に示すＦ－Ｆ線における液晶表示パネルの断面図である。以下に、図１１と図
１２と図１３とを交互に用いて第４の実施形態を説明する。
【００７５】
まず液晶表示パネルの構成は、下基板１上に透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴ
Ｏ）膜からなる対向電極２を有する。下基板１と所定の間隙を設けて対向する上基板３上
には、透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）膜からなるセグメント電極４（１
８、１９、２０，２１）を設ける。
図１１に示すように、八の字状のセグメント電極の集合体からなるブロックを６個と午前
と午後表示部５３とを有する。
また、液晶表示パネルの図面の上側には、時表示部５４と、分表示部５５を有し、下側に
は、午前と午後表示部５３と、秒表示部５６とを有する。
秒表示部は、曜日を示すために、７セグメント電極の他に２個のセグメント電極を設けて
いる。
【００７６】
また、各セグメント電極からは、表示部より配線電極を介して、シール部６を通過し、上
基板３上にセグメント電極端子群５９を有する。
また、図１１に示すように、上基板３上に設ける補足電極１１は、図面の上下方向に２分
割してある。上下２分割することにより、たとえば、時と分を透明の背景に色表示を行い
、逆に、午前と午後表示と秒表示を色の背景に透明の表示を行うことができる。
対向電極２は、シール部６の外側に対向電極用端子１４を有し、補足電極１１も補足電極
用端子１３を有し、外部回路との接続を可能としている。
【００７７】
また、図１２は、図１１の破線に示す部分を拡大する平面図であり、セグメント電極の２
１を代表して説明する。図１２に示すようにセグメント電極２１は、配線電極１２に接続
し、セグメント電極２１の幅に比較し、配線電極１２の幅は小さい。
【００７８】
また、上基板３上には、図１１に示すように、上下に２分割する補足電極１１を透明導電
膜により設ける。
さらに、補足電極１１と上基板３上には、五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）膜からなる絶縁膜
７を設ける。
【００７９】
また、絶縁膜７上には、透明導電膜からなるセグメント電極２１を設ける。補足電極１１
上の絶縁膜７をパターン形成していないが、絶縁膜７の誘電率を大きくすることにより、
絶縁膜７により消費される電圧は、小さくすることができるとともに、補足電極１１と対
向電極２との導電性ゴミによる電気的短絡を防止することが可能となる。
また、セグメント電極２１と補足電極１１により、シール部６の内側（表示領域であり、
液晶層５に面する側）は、ほぼ全面電極にて覆う構成となる。
【００８０】
つぎに、下基板１と上基板３には、混合液晶層５を所定の向きに揃えるためにポリイミド
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樹脂からなる配向膜（図示せず）を設け、布で擦り混合液晶層５を配向している。
また、下基板１と上基板３との間には、液晶と二色性色素との混合液晶層５を封入してい
る。本混合液晶層５は、１８０度から２４０度ツイストしており、電圧無印加時に二色性
色素により着色している。
【００８１】
図１３は、セグメント電極２１と対向電極２との間には、電圧を印加しておらず、補足電
極１１と対向電極２とのあいだには電圧を印加している状態を示してある。
セグメント電極２１と対向電極２の間の混合液晶層５には、電圧が印加していないため、
着色状態の表示部３２となる。
【００８２】
各セグメント電極には、表示領域内は、細い幅の配線電極１２を接続し、さらに、混合液
晶層５からみて、シール部６の外側（図面では下側）には、セグメント用端子２６が接続
している。
また、補足電極１１には補足電極用端子１３が接続し、外部回路（図示せず）と接続を可
能としている。
【００８３】
また、配線電極１２上もセグメント電極２１の電圧により、配線表示３４が変化するが、
配線電極１２は、電極幅を１０から１５マイクロメートル（μｍ）としているため、配線
電極１２上の光学変化はほとんど認識されない。
また、補足電極１１とセグメント電極２１の間は、平面的にはギャップがないため、補足
電極１１とセグメント電極２１の間の表示は、シャープな表示が可能となる。
【００８４】
以上に説明する構成を採用することにより、セグメント電極（符号代表２１）と補足電極
１１とを同電位とし、対向電極２とのあいだに電位差を設けない場合には、液晶層５には
電圧が印加されないため、表示領域は着色状態となる。
セグメント電極２１に所定の電圧を印加し、対向電極２との間に電位差を設けることによ
り、混合液晶層５は透過状態となり、着色状態の背景部３３に透過状態の表示部３２とな
り、観察者に認識される。
本発明を採用することにより、セグメント電極２１と補足電極１１とを同電位とし、対向
電極２との間に電位差を設けておき、混合液晶層５を透過状態としておき、セグメント電
極２１と対向電極２との間の電位差を制御することにより、透過状態に着色状態の表示部
３２を認識することができる。
さらに、本発明の第４の実施形態においては、補足電極１１を複数分割しているため、同
一の表示領域において、背景部３３を透過状態、着色状態と複数の表示を可能とする。
【００８５】
液晶表示パネルの下側に光発電素子を配置し、液晶表示パネルを利用する液晶表示装置の
電力の少なくとも一部を発電する場合には、光発電素子の観察者への視認性を低減するこ
とと、光発電素子への光の照射量、すなわち液晶表示パネルの高い透過率とは、相反する
傾向にあるため、セグメント電極構造の液晶表示パネルの背景部の透過率を制御すること
は、とくに重要である。
さらに、液晶表示パネルの使用環境の明るさにより、発電量の制御を行うことも、表示品
質の制御も可能となるため、複数の補足電極１１の構造を採用することは重要となる。
【００８６】
＜第５の実施形態＞
以下に本発明の第５の実施形態における液晶表示パネルの構成を図面を参照しながら説明
する。図１４は、本発明の第５の実施形態における液晶表示パネルの断面図である。図１
４は、第４の実施形態におけるＦ－Ｆ線に相当する部分の断面図である。
以下に、図１４を用いて第５の実施形態を説明する。
【００８７】
まず、液晶表示パネルの構成は、下基板１上に透明導電膜として酸化インジウムスズ（Ｉ
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ＴＯ）膜からなる対向電極２を有する。
下基板１と所定の間隙を設けて対向する上基板３上には、透明導電膜として酸化インジウ
ムスズ（ＩＴＯ）膜からなるセグメント電極４（２１を代表）を設ける。
【００８８】
また、上基板３上には、上下に２分割する補足電極１１を透明導電膜により設ける。さら
に、補足電極１１と上基板３上には、五酸化タンタル（Ｔａ2Ｏ5）膜からなる絶縁膜７を
設ける。
【００８９】
また絶縁膜７上には、透明導電膜からなるセグメント電極２１を設ける。絶縁膜７の形状
は、セグメント電極２１と配線電極１２の形状と同一にすることができる。
セグメント電極２１と配線電極１２とをマスクとして、絶縁膜７をエッチング処理するこ
とにより、絶縁膜７を加工するための独立のパターン形成を行うことなく、簡単に絶縁膜
７をセグメント電極２１と配線電極１２と同一形状とすることができる。
補足電極１１上の絶縁膜７を除去することにより、セグメント電極２１とほぼ同等の電圧
が補足電極１１と対向電極２とに印加することができるため、表示の均一性が向上する。
また、セグメント電極２１と補足電極１１により、シール部６の内側（表示領域であり、
液晶層５に面する側）は、ほぼ全面電極にて覆う構成となる。
【００９０】
つぎに、下基板１と上基板３とには、混合液晶層５を所定の向きに揃えるためにポリイミ
ド樹脂からなる配向膜（図示せず）を設け、布で擦り混合液晶層５を配向している。また
、下基板１と上基板３との間には、液晶と２色性色素との混合液晶層５を封入している。
この混合液晶層５は、１８０度から２４０度ツイストしており、電圧無印加時に２色性色
素により着色している。
【００９１】
図１４は、セグメント電極２１と対向電極２との間には、電圧を印加しておらず、補足電
極１１と対向電極２とのあいだには電圧を印加している状態を示してある。
セグメント電極２１と対向電極２の間の混合液晶層５には、電圧が印加していないため、
着色状態の表示部３２となる。
【００９２】
また、配線電極１２上もセグメント電極２１の電圧により、配線表示３４が変化するが、
配線電極１２は、電極幅を１０から１５マイクロメートル（μｍ）としているため、配線
電極１２上の光学変化はほとんど認識されない。
また、補足電極１１とセグメント電極２１の間は、平面的にはギャップがないため、補足
電極１１とセグメント電極２１の間の表示は、シャープな表示が可能となる。
【００９３】
以上に説明する構成を採用することにより、セグメント電極（代表２１）と補足電極１１
とを同電位とし、対向電極２との間に電位差を設けない場合には、液晶層５には電圧が印
加されないため、表示領域は着色状態となる。
セグメント電極２１に所定の電圧を印加し、対向電極２との間に電位差を設けることによ
り、混合液晶層５は透過状態となり、着色状態の背景に透過状態の表示部３２となり観察
者に認識される。
本発明を採用することにより、セグメント電極２１と補足電極１１とを同電位とし、対向
電極２との間に電位差を設けておき、混合液晶層５を透過状態としておき、セグメント電
極２１と対向電極２との間の電位差を制御することにより、透過状態に着色状態の表示部
３２を認識することができる。
さらに、この第５の実施形態においては、補足電極１１を複数分割しているため、同一の
表示領域において、背景部を透過状態、着色状態と複数の表示を可能とする。
【００９４】
＜第６の実施形態＞
以下に本発明の第６の実施形態における液晶表示パネルの構成を図面を参照しながら説明
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する。第６の実施形態の特徴は、セグメント電極と補足電極を同一平面上にセグメント電
極ギャプを介して設け。さらにセグメント電極は下層の設ける絶縁膜用開口部を介して絶
縁膜の下層に設ける配線電極と電気的接続を行う構造を採用する点である。図１５は、本
発明の第６の実施形態における液晶表示パネルの７セグメントからなる画素部の一部を拡
大する平面図である。図１６は、図１５に示すＧ－Ｇ線における液晶表示パネルの断面図
である。
以下に、図１５と図１６とを交互に用いて第６の実施形態を説明する。
【００９５】
まず、液晶表示パネルの構成は、下基板１上に透明導電膜として酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）膜からなる対向電極２を有する。下基板１と所定の間隙を設けて対向する上基板３
上には、透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）膜からなる配線電極１２を設け
る。配線電極１２はセグメント電極２１の幅に比較し、配線電極１２の幅は小さい。
配線電極１２の表示領域内の一端は接続パッド２９に接続し、シール部６の外部ではセグ
メント用端子２６に接続している。
【００９６】
配線電極１２と上基板３上には光感光性樹脂からなる絶縁膜７を設ける。接続パッド２９
上の絶縁膜７には絶縁膜７を除去する絶縁膜用開口部３６を有する。
絶縁膜７と絶縁膜用開口部３６上とには透明導電膜として酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）
膜からなるセグメント電極１８から２１（符号代表４）を設ける。
図１５に示すように、セグメント電極１８から２１は、八の字状に７セグメントに分割し
て配置される構成を有し、図示する部分は、その一部である。各セグメント電極１８から
２１は、所定の間隙を有する。また７セグメントより多くのセグメント電極を設ける。あ
るいは直線的な各セグメント電極ではなく湾曲するセグメント電極を利用して丸い数字等
の表示を行うセグメント電極配置もよい。
【００９７】
セグメント電極の２１を代表して説明する。セグメント電極２１は、絶縁膜７の絶縁膜用
開口部３６を介して配線電極１２に接続する。また絶縁膜７上にはセグメント電極２１と
配線ギャップ３１を介して補足電極１１を有する。
セグメント電極１８から２１と補足電極１１は絶縁膜７を介して配線電極１２と重なるた
め電気的に絶縁分離している。また絶縁膜７の静電容量を小さくすることにより、絶縁膜
７にて消費する電気エネルギーをきわめて小さくすることができる。
【００９８】
配線電極１２の幅は観察者への視認性を低減するために小さくしている。またセグメント
電極２１と補足電極１１とセグメント電極ギャップ３１は１０マイクロメートル（μｍ）
の幅を用いていることにより、セグメント電極２１と対向電極２と、補足電極１１と対向
電極２との間に同一の電圧を印加することによりセグメント電極ギャップ３１はほとんど
見えなくできる。
【００９９】
下基板１と上基板３との間には、シール部６を設け、液晶と透明固形物とを含む混合液晶
層５を封入している。
この第２の実施形態においては、混合液晶層５の原材料として、大日本インキ製のＰＮＭ
－１５７（商品名）からなる混合液晶層５を利用し、混合液晶層５を封入後に３６０ナノ
メートル（ｎｍ）以上の波長の紫外線を４５ｍＷ／ｃｍ2の強度で、６０秒間照射して作
成している。
この混合液晶層５は、電圧無印加状態で散乱性を示す。
【０１００】
各セグメント電極には、表示領域内は、細い幅の配線電極１２を接続し、さらに、混合液
晶層５からみて、シール部６の外側（図面では、下側）には、セグメント用端子２６が接
続している。
また、補足電極１１には補足電極用端子１３が接続し、外部回路（図示せず）と接続を可
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能としいる。
【０１０１】
図１６は、セグメント電極２１と対向電極２との重なる部分から構成する表示部３２と、
補足電極１１と対向電極２との重なる部分から構成する背景部３３には同一の電圧を印加
している状態を示してある。そのため、表示部３２と背景部３３とは同一の透過率を示す
。
さらに、セグメント電極２１と補足電極１１との間のセグメント電極ギャップ３１の部分
はセグメント電極２１と補足電極１１から対向電極２に対する斜め電界効果により混合液
晶層５に大きな電圧を印加することにより表示部３２と背景部３３と同様な透過率を達成
できる。
【０１０２】
これはセグメント電極４と補足電極１１とのセグメント電極ギャップ３１を小さくするこ
と、配線電極１２を絶縁膜７を介して、セグメント電極４と補足電極１１と分離すること
によりできる。
【０１０３】
＜第７の実施形態＞
以下に本発明の第７の実施形態における液晶表示パネルの構成を図面を参照しながら説明
する。第７の実施形態の特徴は、セグメント電極の２個が相互に接続しており、対向電極
が分割しており、さらに対向電極に近接する部分に補助電極を設ける点である図１７は、
本発明の第７の実施形態における液晶表示パネルの７セグメントからなる画素部の一部を
拡大する平面図である。
以下に、図１７を用いて第７の実施形態を説明する。
【０１０４】
まず、液晶表示パネルの構成は、下基板１上に透明導電膜として酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）膜からなる複数に分割する対向電極を設ける。第１の対向電極７１と第２の対向電
極７２と補助電極７３を設ける。
補助電極７３は、対向電極７１、７２と対向電極ギャップ７４を介して近接している。対
向電極ギャップ７４は１０マイクロメートル（μｍ）としている。
【０１０５】
また、下基板１と所定の間隙を設けて対向する上基板３上には、透明導電膜として酸化イ
ンジウムスズ（ＩＴＯ）膜からなるセグメント電極１８から２１を設ける。図１７に示す
ように、セグメント電極１８から２１は、八の字状に７セグメントに分割して配置される
構成を有し、図示する部分は、その一部である。
またセグメント電極１８と２１とが接続しており、セグメント電極１９と２０とが接続し
ている。またセグメント電極１８から２１にはセグメント電極ギャップ３１の間隙を有す
る補足電極１１を有する。
表示領域はセグメント電極１８から２１と補足電極１１とによりほとんどの面積が占めら
れ、わずかな面積としてセグメント電極ギャップ３１がある。
【０１０６】
また、第１の対向電極７１はセグメント電極１８と１９と重なる位置に配置する。第２の
対向電極７２はセグメント電極２０と２１と重なる位置に配置する。
補足電極１１とは補助電極７３が対向する位置に配置しており、以上の電極に電圧を印加
することにより、表示領域は透過状態とすることができる。
【０１０７】
またセグメント電極の２１を代表して説明する。図１７に示すようにセグメント電極２１
は、配線電極１２に接続し、セグメント電極２１の幅に比較し、配線電極１２の幅は小さ
い。
またセグメント電極（代表２１）上の周囲と上基板３上と配線電極１２上とには、感光性
ポリイミド樹脂樹脂からなる絶縁膜７を設ける。
【０１０８】
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また、絶縁膜７上には、透明導電膜からなる補足電極１１を設ける。絶縁膜７の形状は、
補足電極１１の形状と同一にすることができる。
補足電極１１をマスクとして絶縁膜７をエッチング処理することにより、絶縁膜７を加工
するための独立のパターン形成を行うことなく、簡単に絶縁膜７を補足電極１１と同一形
状に加工することができる。
セグメント電極上の絶縁膜７を除去することによって、補足電極１１とほぼ同等の電圧が
セグメント電極と対向電極２とに印加するこができるため、表示の均一性が向上する。ま
たさらに、セグメント電極と補足電極１１により、シール部６の内側（表示領域であり、
液晶層５に面する側）は、ほぼ全面電極にて覆う構成となる。
【０１０９】
以上の構造を採用することにより複数のセグメント電極が電気的に接続するセグメント型
の表示においても補足電極１１と補助電極７３とを利用することにより背景部の表示を表
示部と同等の表示とすることが可能となる。
この第７の実施形態においては、２セグメント電極分を電気的に接続する構造を採用し、
第１の対向電極７１と第２の対向電極７３を使用する実施形態を示しているが、さらに複
数のセグメント電極を接続し、接続するセグメント電極の数と同等の対向電極を設ける構
成においても当然第７の実施形態の構成は有効となる。
【０１１０】
【発明の効果】
以上の構成を採用することにより、従来の液晶層を用いても、セグメント電極の周囲に補
足電極を配置し、さらに、対向電極を補足電極上にも設け、背景部とすることにより、セ
グメント電極と対向電極と同様に、対向電極と補足電極間に液晶層を介して電圧を印加す
ることができるため、背景部の表示を散乱、透過、吸収状態と可変することができる。
【０１１１】
また、補足電極の配置をセグメント電極と一定の間隙を設けて配置することにより、従来
のセグメント電極のパターン形成工程を利用し、補足電極を形成することが可能となり、
工程上の負担は、ほとんどない。
【０１１２】
また、配線電極の幅と配線ギャップの幅の比率を可変することにより多少の認識度合いに
差が見られるが、全体の幅を小さくすることの影響が大きかった。
【０１１３】
したがって、セグメント電極と補足電極の間のセグメント電極ギャップと、配線電極と補
足電極の間の配線ギャップとを３０マイクロメートル（μｍ）以下として利用することに
より、ほとんど背景部は、配線電極の影響を受けず表示することが可能となる。
【０１１４】
また、セグメント電極と補足電極との間、および、配線電極と補足電極との間に絶縁膜を
設けることにより、セグメント電極と補足電極、または配線電極と補足電極とを重ね合わ
せることが可能となり、さらに、背景部への配線電極の影響を小さくすることができる。
【０１１５】
また、セグメント電極上の周囲と配線電極上とに絶縁膜を設け、さらに絶縁膜上に補足電
極を設けることにより、配線電極の影響は無くなり、さらに背景部と表示部の間にセグメ
ント電極ギャップが無くなり、良好な表示品質を達成することができる。
【０１１６】
またさらに、液晶表示パネルの下側に光発電素子を設ける場合には、背景部の透過度、吸
光度、または散乱度を制御することにより、光発電素子の発電量を制御することが可能と
なる。
【０１１７】
また、セグメント電極の周囲に設ける補足電極を複数に分割しておくことにより対向電極
と補足電極の間の電圧を制御することにより背景部の表示を複数に表示を行うことができ
る。また複数に分割する補足電極の間には遮蔽層、または印刷層を設けることにより、各
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補足電極の表示の視認性を改善することができる。
【０１１８】
また、各セグメント電極が複数個連結し、連結するセグメント電極に対応して分離する対
向電極を有するセグメント型液晶表示パネルにおいて、分割する対向電極と僅かな間隙を
有する補助電極を設け、補助電極と補足電極に信号を印加することにより全面均一な表示
を達成することができる。
【０１１９】
本発明の実施形態においては、携帯電話の例を示しているが、セグメント型のたとえば、
ＰＤＡ用液晶表示装置、またはオーディオ用の液晶表示装置においても当然本発明の効果
は有効である。
【０１２０】
本発明の実施形態においては、使用する液晶層を各実施形態により異なる例を示してある
が、どの実施形態に利用しても、以上説明した本発明の効果は得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面で
ある。
【図２】本発明の第１の実施形態における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態における携帯電話の平面模式図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における携帯電話の断面模式図である。
【図５】本発明の実施形態における液晶表示パネル表示部と背景部の制御システムブロッ
ク図である。
【図６】本発明の第２の実施形態における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面で
ある。
【図７】本発明の第２の実施形態における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面であ
る。
【図８】本発明の第３の実施形態における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面で
ある。
【図９】本発明の第３の実施形態における配線電極部分の拡大して示す図面である。
【図１０】本発明の第３の実施形態における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面で
ある。
【図１１】本発明の第４の実施形態における液晶表示パネルの全体を示す平面模式図であ
る。
【図１２】本発明の第４の実施形態における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面
である。
【図１３】本発明の第４の実施形態における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面で
ある。
【図１４】本発明の第５の実施形態における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面で
ある。
【図１５】本発明の第６の実施形態における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面
である。
【図１６】本発明の第６の実施形態における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面で
ある。
【図１７】本発明の第７の実施形態における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面
である。
【図１８】従来技術における液晶表示パネル部分の一部拡大して示す図面である。
【図１９】従来技術における液晶表示パネル部分の一部断面を示す図面である。
【符号の説明】
１：下基板　　　　　　２：対向電極　　　　　　３：上基板
４：セグメント電極　　　　　　５：液晶層、混合液晶層
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６：シール部　　　　　　７：絶縁膜　　　　　１１：補足電極
１２：配線電極　　　　　　１３：補足電極用端子
１４：対向電極用端子　　　　　　１５：セグメント電極
２５：配線電極用端子　　　　　　２６：セグメント電極用端子
２９：接続パッド　　　　　　３０：配線ギャプ
３１：セグメント電極ギャップ　　　　　　３２：表示部
３３：背景部　　　　　　３４：配線表示　　　　　　３５：孔
３６：絶縁膜用開口部　　　　　　３７：アンテナ
４１：外装ケース　　　　　　４２：風防ガラス　　　　　　６１：電源回路
６７：セグメント駆動回路　　　　　　６８：対向電極駆動回路
６９：補足電極駆動回路　　　　　　７１：第１の対向電極
７２：第２の対向電極　　　　　　７３：対向電極ギャップ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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